
◆教科に関する科目（国語科）

国語科（文学部日本語日本文学科）

（中学校教諭一種免許状）

［2006年度（平成18年度）以降の入学生に適用］

免許法に規定する �授業科目 �単位数 

教科に関する科目 �（必修・選択科目） 

国語学（音声言 �○日本語学概論Ⅰ �2 
○日本語学概論Ⅱ �2 

○日本語表現法Ⅰ �2 

語及び文章表現 �○日本語表現法Ⅱ �2 
に関するものを �日本語史Ⅰ �2 

含む。） �日本語史Ⅱ �2 
日本語文法論Ⅰ �2 

日本語文法論Ⅱ �2 

国文学（国文学 �○日本文学史Ia �2 

○日本文学史Ib �2 

○日本文学史Ⅱa �2 

○日本文学史Ⅱb �2 

史を含む。） �日本文学概論Ⅰ �2 
日本文学概論Ⅱ �2 

古典と現代Ⅰ �2 

古典と現代Ⅱ �2 

漢文学 �○漢文学Ia �2 
○漢文学Ib �2 

○漢文学Ⅱa �2 

○漢文学Ⅱb �2 

書道（書写を中 心とする。） �○書道 �2 

最低修得単位数 �必修科目（○印）　26単位 自由選択科目 

計26単位以上 

（高等学校教諭一種免許状）

［2006年度（平成18年度）以降の入学生に適用］

免許法に規定する �授業科目 �単位数 

教科に関する科目 �（必修・選択科目） 

国語学（音声言 �○日本語学概論Ⅰ �2 

○日本語学概論Ⅱ �2 

○日本語表現法Ⅰ �2 

語及び文章表現 �○日本語表現法Ⅱ �2 
に関するものを �日本語史Ⅰ �2 

含む。） �日本語史Ⅱ �2 
日本語文法論Ⅰ �2 

日本語文法論Ⅱ �2 

国文学（国文学 �○日本文学史Ia �2 

○日本文学史Ib �2 

○日本文学史Ⅱa �2 

○日本文学史Ⅱb �2 

史を含む。） �日本文学概論Ⅰ �2 
日本文学概論Ⅱ �2 

古典と現代Ⅰ �2 

古典と現代Ⅱ �2 

漢文学 �○漢文学Ia �2 

○漢文学Ib �2 

○漢文学Ⅱa �2 

○漢文学Ⅱb �2 

最低修得単位数 �必修科目（○印）　24単位 自由選択科目 

計24単位以上 

最低修得単位数を超えて修得した科目の単位数は「教科又は教職に関する科目」に充てることができる。 


